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1 調査団員氏名・所属 

1-1. 現地調査 1 （2019 年 6 月 10 日～2019 年 7 月 6 日） 

1 丸山 隆央 総括   
JICA 人間開発部基礎教育グループ 

基礎教育第二チーム 

2 大澤 智弘 業務主任/建築計画 株式会社マツダコンサルタンツ 

  3 橋本 雅夫 
副業務主任/建築計画/ 

設備計画 
株式会社マツダコンサルタンツ 

  4 島田 光博 建築設計 株式会社マツダコンサルタンツ 

  5 奥川  浩士 教育計画 
株式会社マツダコンサルタンツ 

（コーエイリサーチ＆コンサルティング株式会社） 

  6 浅川  征吾 施工計画/積算 株式会社マツダコンサルタンツ 

7 澤井  研二 機材計画/積算 
株式会社マツダコンサルタンツ 

（ビンコーインターナショナル株式会社） 

  8 保坂  清人 通訳 
株式会社マツダコンサルタンツ 

（株式会社フランシール） 

 

1-2. 現地調査 2 （2020 年 2 月 10 日～2020 年 2 月 21 日） 

  1 岩崎  理恵 総括 
JICA 人間開発部基礎教育グループ 

基礎教育第二チーム 

  2 柴田  莉沙 計画管理 
JICA 人間開発部基礎教育グループ 

基礎教育第二チーム 

  3 大澤 智弘 業務主任/建築計画 株式会社マツダコンサルタンツ 

  4 島田 光博 建築設計 株式会社マツダコンサルタンツ 

  5 岡田 有加 通訳 
株式会社マツダコンサルタンツ 

（株式会社フランシール） 
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2 調査日程 

2-1. 現地調査 1 

   官団員 コンサルタント団員（※通訳は業務主任に同行） 
   

総括 業務主任/建築
計画 

教育計画 建築設計 施工計画/積算 副業務主任/建
築計/設備計画 

機材計画/積算 

1 6 月 

10 日 

月   羽田(00:30)-ドバイ(06:15/10:45)-ジブチ (13:40)      

2 

 

11 日 

 

火  JICA 表敬, MENFOP 協議（ｲﾝｾﾌﾟｼｮﾝ説明、要請内

容、質問票、調査方法） 

 
 

 

3 12 日 水   MUET 協議（都市計画）、MENFOP 協議（調査日程） 

EOJ 表敬 

  
 

  

4 13 日 木   サイト視察（Nassib サイト、Barwaqo サイト） 

Nassib 幼稚園・小学校、Fukuzawa 中学校視察 

  
 

  

5 14 日 金   団内協議、書類整理   
 

  

6 15 日 土 成田- 資料整理 調達事情調査 成田(22:00)- 

7 16 日 日 -ジブチ MENFOP 協議（ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ、負担事項) ドバイ(03:40/10:45)-ジブチ (13:40) 

    団内協議 教育事情調査 調査準備 

8 17 日 月 JICA 支所打合せ、MENFOP 協議 教育事情調査 サイト踏査 
 

業務主任に同行 機材選定基準作

成、協議（プロジ

ェクト局） 
    Nassib サイト・第 2 サイト視察 

 
類似施設調査 

    別件学校視察 
 

積算調査   

9 18 日 火 外務国際協力省表敬 教育事情調査 類似施設調査  業務主任に同行 教育事情調査. 

    MENFOP 協議（ミニッツ協議) (CRIPEN 他） 積算調査     類似施設調査 

10 19 日 水 MENFOP 協議（ミニッツ協議) 教育事情調査 類似施設調査 類似施設調査 

    EOJ 報告 （CFEEF 他） 建設事情、建材調査   

11 20 日 木 World Bank 協議 資料整理 World Bank 協議 類似施設調査 機材選定基準作
成、協議（視学総

局） 
    MENFOP ミニッツ署名 教育事情調査 建設事情、建材調査 

    ジブチ- 建材調査   

12 21 日 金 -成田 資料整理 

13 22 日 土   資料整理、 積算調査 資料整理 積算調査 

14 23 日 日   既存校運営状況調査（3 校） 建築関連法規調査 

建設事情、積算調査 

統計資料収集 

建設事情調査 

類似施設、調達

事情調査 

15 24 日 月   既存校運営状況調査（5 校） 設備インフラ調査、EIA 調査 
建設事情、建材調査 

類似施設、調達
事情調査         教育事情調査 

16 25 日 火   免税関係調査 

計画案検討 

補 足 調 査 （ 他ド

ナー動向他） 

免税関係調査 

計画案検討 

積算調査 補足調査（設備

関連） 

計画案検討、協

議 

17 26 日 水   免税関係調査 
計画案検討 

補足調査（ジェン
ダー関連他） 

免税関係調査 
再委託調査 

調達事情調査 積算調査 
再委託調査 

計画案検討、協
議 

18 27 日 木 （独立記念日） 計画案検討 資料整理 施設計画案検討 資料整理 資料整理 資料整理 

    文書作成 ジブチ(15:05)-    ジブチ(15:05)-  

19 28 日 金     -成田    -成田   

20 29 日 土   計画案検討 

周辺状況調査 

  計画案検討 

周辺状況調査 

積算調 査（質問

票回収）. 

 調達事情調査 

21 30 日 日   補足調査・協議   免税調査 

再委託調査 

自然条件調査 

積算調査（質問

票回収）. 

 計画案検討、協

議、調達調査 

22 7 月 

1 日 

月   施設・ 機材計画

協議 

  施設・ 機材計画

協議 

 施設・機材計画

協議 

23 2 日 火   補足調査・協議、

小学校視察 

  補足調査・協議、

小学校視察 

積算調査 

小学校視察 

 補足調査、調達

事情調査 

24 3 日 水   ﾃｸﾆｶﾙﾉｰﾄ協議 
補足調査 

  再委託契約 
類似施設調査 

地震データ調査   
積算調査 

 補足調査 
ジブチ(15:05)- 

25 4 日 木   ﾃｸﾆｶﾙﾉｰﾄ署名 

JICA 支所報告 

  サイト視察 

再委託協議 

サイト視察 

積算補足調査 

 -成田 

26 5 日 金   ジブチ(15:05)-   ジブチ(15:05)- ジブチ(15:05)-    

27 6 日 土   ドバイ-成田   ドバイ-成田 ドバイ-成田   

MENFOP: 国民教育・職業訓練省 CRIPEN：国民教育研究・情報・出版センター EOJ：在ジブチ日本国大使館 

MUET：都市計画・環境・観光省 CFEEF：基礎教育教員養成センター  
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2-2. 現地調査 2 

 

官団員 コンサルタント団員 

総括 計画管理 業務主任/ 
建築計画 

建築設計 通訳 

1 2 月 10 日 月     成田 20:40- 

2 11 日 火     -10:20 ジブチ、建設サイト視察 

3 12 日 水     JICA ジブチ支所表敬/協議 

      
 

MENFOP 表敬/ドラフトレポート説明・協議 

4 13 日 木     MENFOP/DPME 協議 

      
 

都市計画・環境・観光省 DEDD 協議（環境影響評価関連） 

        都市計画・環境・観光省 DATUH 他協議（計画内容説明） 

5 14 日 金     資料整理 

6 15 日 土 成田⊸ 資料整理 

7 16 日 日 ⊸ジブチ インフラ関係協議（EDD、ONEAD） 

    JICA 支所打合せ、日本国大使館表敬、団内打合せ  インフラ関係協議（Djibouti Telecom) 

8 17 日 月 MENFOP ミニッツ協議（計画概要、負担事項、運営計画） 

    計画サイト・Nssib 小学校視察 

9 18 日 火 Fukuzawa 中学校, Ecole d’Excelence 視察 

10 19 日 水 (技術協力協議) Alhiba san fil 中学校建設現場他視察 
ARULOS 協議（街区計画、道路、宅地開発関係） 

11 20 日 木 外務国際協力省次官表敬、教育・職業訓練大臣表敬、MENFOP ミニッツ署名 

    大使館報告 資料整理 

    ジブチ⊸ ジブチ（19:00）‐ 

12 21 日 金 ⊸成田 ‐成田（19:40） 

 

DPME:プロジェクト・メンテナンス・機材局 DEDD：環境・持続開発局 DATUH：国土整備・都市計画・住宅局 

EDD：ジブチ電力公社   ONEAD：ジブチ上下水道公社 ARULOS：都市リハビリテーション・社会住宅庁 
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3 関係者（面会者）リスト 

所属・氏名 役職（仏語） 役職（日本語） 

国民教育・職業訓練省  Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP) 

M. Moustapha Mohamed Mahamoud Ministre 大臣 

M. Mohamed Abdallah Mahyoub Secrétaire Général 次官 

MENFOP 事務総局  Direction Générale de l'Administration 

M. Saleh Alwan Isse Directeur Général de l’Administration 事務総局長 

M. Daher Omar Obsieh Directeur des Projets, de la Maintenance et des 

Équipements (DPME) 

プロジェクト・メンテナンス・ 

機材局長 

M. Mahamoud Bachir Assistant du Directeur des Projets, de la 

Maintenance et des Équipements 

プロジェクト・メンテナンス・ 

機材局長補佐 

M. Abdirahman Mahmoud Sale Chef de service de gestion des projets プロジェクト管理課課長 

Mme Saud Ali Fatina Spécialiste en PDR/SGP PDR/SGP 専門家 

M. Abdourahman Houssein Mahamoud Chef de service de la planification 計画課課長 

M. Mahdi Samireh Chef de service du budget 予算課課長 

MENFOP 教育総局  Directions Général de l'Enseignement 

M. Abdi Dirir Guirreh Directeur Général de l’Enseignement 教育総局長 

M. Garad Akadar Dableh Directeur des Région 県務局長 

M. Daoud Houmed Mohamed Chef du service de l’enseignement moyen 前期中等教育課課長 

M. Idriss Moumin Abdi Chef de service des élèves à besoins spéciaux 特別支援教育課課長 

国民教育視学総局  Inspection Générale de l'enseignement général 

Mme Mouna ismael Inspectrice Générale 視学総局長 

M. Mohamed Abdo Ali Inspecteur Mathématiques 数学視学官 

M. Bachir Mohamed ali Inspecteur Histoire et geographie 歴史地理視学官 

Mme Hodai Iese Inspectrice PCMS PCMS 視学官 

M. Rami Mohamed Ali Inspecteur EPS 体育視学官 

Mme Mohamed Abdallah CP EPS 体育指導主事 

M. Abdillahi Farah Inspecteur Physique et Chimie 物理化学視学官 

M. Elui Fowreh CP Physique et Chimie 物理化学指導主事 

M. Saleh Mokbel Inspectuer SVT 自然と地球科学視学官 

M. Daoud Assowe Dabar CP SVT 自然と地球科学指導主事 

M. Abdisoyak Mohamed Crer CP SVT 自然と地球科学指導主事 

国民教育研究・情報・出版センター  Centre de Recherche, d'Information et de Production de l'Éducation Nationale 

(CRIPEN) 

M. Saïd Nour Hassan Directeur Général 所長 

M. Omar Youssouf Ali Chef de service de l’édition 編集課長 

M. Osman Guelleh Egueh Responsable du service des Tice 情報通信技術教育課責任者 

    



 
A-5 

所属・氏名 役職（仏語） 役職（日本語） 

基礎教育教員養成センター  Centre de Formation des Enseignants de l'Enseignement Fondamental (CFEEF) 

Mme Aicha Farah Iltireh Directrice Générale 所長 

M. Awaleb Abdulhader Directeur de la formation 養成局長 

M. Osman Ali Soubaneh Formaeur SVT 自然と地球科学教官 

M. Dabor Massa Guedi Formaeur Mathématiques 数学教官 

M. Hamza Idriss Omar Formaeur Physique et Chimie 物理化学教官 

M. Abdillahi Hassan Keraileh Formateur Histoire et geographie 歴史地理教官 

M. Mahdio Wardjama Formatuer TICE 情報通信技術教育教官 

M. Moussa Aden Migané Inspecteur 視学官 

幼稚園・小学校・中学校  Écoles maternelles, Écoles primaires, Collèges 

Mme Fatouma Abdillahi Directrice de l’école maternelle de Nassib ナッシブ幼稚園園長 

M. Hassan Witti Moussa Directeur de l’école primaire de Nassib ナッシブ小学校校長 

Mme Amina Abdillahi Guelleh Directrice de l’École Annexe 4 CFEEF 付属第 4 小学校校長 

Mme Aicha Abohllahi Directrice de l’école Annex1 CFEEF 付属第 2 小学校校長 

M. Mahammad Kaourah Boulhan Principal du CEM Fukuzawa Fukuzawa 中学校校長 

Mme Hayat Abdo Hachim Principale du CEM Hodan 1 Hodan 1 中学校校長 

Mme Halima Chehem Principale du CEM Hodan 2 Hodan 2 中学校校長 

Mme Rone Said Ismael Principale du CEM Hodan 3 Hodan 3 中学校校長 

M. Abdallah Admed Omar Principal du CEM Biokeyd Biokeyd 中学校校長 

M. Dini Mohamed Dini Principal du CEM Barwaqo Barwaqo 中学校校長 

M. Meraneh Hassan Said Principal du CEM Dogley Dogley 中学校校長 

M. Houssein Hamoud Hirsi Principal du CEM Dogley bis Dogley bis 中学校校長 

Mme Hawa Abdo Ali Principale du CEM Hayel Said Hayel Said 中学校校長 

M. Mohemed Mahemed Principal du CEM Ambouli Ambouli 中学校校長 

Mme Hawa Awaleh Principale du CEM Boulaos Boulaos 中学校校長 

M. Rachid Abdillahi Miguil Principal de l’Ecole d’Excellence Excellence 統合学校校長 

外務・国際協力省  Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI) 

M. Mohamed Ali Hassan Secrétaire Général 次官 

M. Yacin Houssein Douale Directeur des Relations bilatérales 二国間関係局長 

M. Mohamed Ahmad Bouh Conseiller, Direction des Relations bilatérales, 

Sous-direction Europe/Amérique 

二国間関係局 欧州・アメリカ

課参事 

都市計画・環境・観光省  Ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme (MUET) 

M. Habib Ibrahim Mohamed Directeur de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme et de l’Habitat (DATUH) 

国土整備・都市計画・住宅局

長 

M. Abdourahman Tamie Youssouf Sous Directeur du DATUH 国土整備・都市計画・住宅局

副局長 

M. Ali Omar Chirwa Sous Directeur Expertise et Contrôle des  

Constructions 

建設監理局副局長 

M. Houssein Rirache Robleh Directeur de l’Environnement et du 

Développement durable 

環境・持続開発局長 
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所属・氏名 役職（仏語） 役職（日本語） 

都市リハビリテーション・社会住宅庁  Agence de Réhabilitation Urbaine et du Logement Social (ARULOS) 

M. Abdourahman Mohamoud Aden Directeur de la Réhabilitation Urbaine  都市リハビリテーション局長 

ジブチ電力公社  Electricité de Djibouti (EDD) 

M. Abdi Dirie Chef de Service de Transformation et 

Distribution 

変電・送電課課長 

Mme Dalia Hassan Chef de Bureau d’Etude 設計課長 

M. Aden Djama Moussa Chef de Projet Adjoint プロジェクト課課長補佐 

ジブチ上下水道公社  Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti (ONEAD) 

Mme Deka Khaireh Allaleh Directrice des Etudes et Projets 調査・プロジェクト局長 

ジブチ電話公社   

M. Mohamed Omar Waberi Directeur Commercial 営業部長 

雇用・訓練・就職庁  Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle (ANEFIP) 

M. Mahamoud Omar Guelleh Directeur Général 総裁 

投資促進庁  Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANPI) 

M. Mahdi Darar Obsieh Directeur Général 総裁 

予算省税務総局  Direction Générale des Impôts, Ministère du Budget 

M. Said Guelleh Darar Directeur Général 総局長 

M. Hassan Mohamed Egue Responsable de la législation 法務責任者 

税関・間接税総局  Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

M. Abdourahman Aouad Izzi Directeur Général Adjoint 副総局長 

M. Khaire Abdillahi Daher Directeur des Opérations オペレーション部長 

    

在ジブチ日本国大使館  Ambassade du Japon en République de Djibouti 

 米谷 光司 Ambassadeur 特命全権大使 

 松浦 知美 Analyste politique et économiique 専門調査員 

国際協力機構ジブチ支所  Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) Djibouti 

 外川 徹 Répresentant Résident 支所長 

 原田 匡剛 Conseiller en Formulation des Projets 企画調査員 
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4 協議議事録（M/D） 

4-1. 現地調査 1 
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現地調査 1 

 

バルバラ地区 2 小中学校建設計画準備調査 

協議議事録（仮訳） 

 

ジブチ共和国（以下“ジブチ”と記す）政府の要請に基づき、独立行政法人国際協力機構（以下“JICA”と記

す）はジブチにバルバラ地区 2 小中学校建設計画（以下“プロジェクト”と記す）に係る協力準備調査団（以下

“調査団”と記す）を派遣した。調査団は、ジブチ政府関係者と協議を行い、現地調査を実施した。それらの

協議を通じて、双方は付属書に記載された主要事項を確認した。 

 

ジブチ、2019 年 6 月 20 日 

 

 

 

丸山隆夫  Mohamed Abdallah Mahyoub 

団長  次官 

協力準備調査団 

独立行政法人国際協力機構 

日本 

 国民教育・職業訓練省 

ジブチ共和国 

   

 Yacin Houssein Douale  

 局長  

 二国間協力局 

外務・国際協力省 

ジブチ共和国 
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付属書 

 

1． プロジェクトの目的 

本プロジェクトの目的は、学校施設の建設によって初等教育及び前期中等教育の就学環境の改善

を図り、以って初等教育及び前期中等教育のアクセスの拡大と学びの改善に寄与することである。 

2． 協力準備調査名 

当初のプロジェクト名は「バルバラ地区 2小中学校建設計画」である。しかしながら、両者はプ

ロジェクトの対象範囲を考慮し、プロジェクト名を「バルバラ地区ナッシブ小中学校建設計画」

とすることを確認した。 

3． プロジェクトサイト 

3-1． 両者は本プロジェクトのスコープが小学校と中学校で構成される基礎教育学校 1 校の建設

であることについて合意した。両者はプロジェクトのサイトはジブチ市のバルバラ地区、別

添 1に示す通りであることを確認した。 

3-2． ジブチ側は、2019年 7月 5日までに国民教育・職業訓練省によるサイトの使用証明書（大統

領令）を提出することを了承した。 

4． プロジェクトの責任機関 

両者はプロジェクトの責任機関が以下の通りであることを確認した。 

4-1． プロジェクト・メンテナンス・機材局（以下、“DPME”と記す）がプロジェクト実施機関で

ある。プロジェクト実施機関は、プロジェクトの円滑な実施のため、すべての管轄機関をコ

ーディネートし、プロジェクトへの関与が然るべき機関によって、適切な方法で、かつ予定

した時期に行われることを監視しなければならない。 

5． ジブチ政府要請事項 

5-1． 協議を通じて、両者はジブチ国政府による要請項目は別添 3 の通りであることを確認した。 

5-2． ジブチ側は学校運営に関するソフトコンポーネントが日本側によって検討されることにつき

合意した。 

5-3． ジブチ側はプロジェクトで建設される基礎教育学校は、カリキュラムの内容に応える質の高

い施設と環境を備えた、モデルとなる学校であることを説明した。 

5₋4． JICA は要請された項目について、本調査の枠組みの中でその妥当性を評価し、日本国政府

に結果を報告する。最終的なプロジェクトの範囲は日本国政府によって決定される。 

6． 日本の無償資金協力の手順と原則 

6-1． ジブチ側は、別添 4、5及び 6に記載された手順が本プロジェクトに適用されることにつき
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了承した。加えて、ジブチ側は各手順以おいて必要な措置を取ることにつき了解した。プロ

ジェクト実施のモニタリングについては、JICAはジブチ側に別添 7に様式を示すプロジェ

クトモニタリングレポートの英語での提出を要求している、 

6-2． ジブチ側は、プロジェクトの円滑な推進のために別添 8に記載した必要措置の実施を了承し

た。別添 8の内容は調査を通じてより詳しく改訂され、協力準備調査報告書案説明のために

派遣されるミッションにおいて合意されることとなる。 

6-3． 無償資金協力の資金は日本国民の税金であるため、日本側はジブチ側に対して、認証された

契約の枠内で調達される資機材及びサービスに関連して被援助国内で課されるすべての関

税、内国税及び付加価値税、その他、商業税、売上税、法人税、家屋税、燃料税を含み、ま

たそれに限らないすべての課徴金の免除を要求する。 

7． 調査のスケジュール 

7-1． 調査団は 2019年 7月 5日までジブチにおいて更なる調査を継続する。 

7-2  調査団は本調査の結果に基づいてジブチ側に今後のスケジュールを通知する。 

7-2 JICA は準備調査報告書ドラフトを仏語で作成し、2020 年 2 月にその内容を説明するため、

ジブチに調査団を派遣する。 

7-3 上記のスケジュールは暫定的なものであり、変更の可能性がある。 

8． 環境社会配慮 

8-1． ジブチ側は、JICAの環境社会配慮に関するガイドライン（2010年 4月）に従って、プロジ

ェクトの実施中及び実施後を通じて環境社会配慮を行うことを確認した。 

8-2． 本プロジェクトはガイドライン上、環境に影響を受けやすいゾーンに位置するものではなく、

影響を受けやすい性質のプロジェクトでもない。また、影響の大きい部門に当たるものでも

なく、環境に対する負の影響として重要なものはほとんど想定されない。以上の理由を勘案

して本プロジェクトはカテゴリーCに分類される。 

9． その他関連事項 

9-1． ジブチ側はプロジェクトによって建設される学校施設の運営・維持管理を自ら効果的に行う

責任を負う。ジブチ側はまた、同学校の教職員を適切な時期に採用する責任を負う。 

9-2． 調査に関連した質問票と情報 

 国民教育・職業訓練省は 2019 年 6 月 23 日までに調査団の提出した質問書に関連ドキュメ

ントを添えて仏語で回答する。ジブチ側は調査団にすべての調査の遂行に必要なデータ、情

報、材料を提供する。 

9-3． 両者は国民教育・職業訓練省が、プロジェクト期間中を通じて、関連機関と連携してプロジ



 
A-35 

ェクトサイトの安全を保ち、維持するために必要な措置を取ること、また、日本側に関連情

報を提供することを確認した。 

9-4． ジブチ側は算数と理科の教授・学習の改善に係る協力と、学校運営委員会の機能強化に係る

協力の 2つに焦点を絞った協力の必要を表明した。前者については、専門家の派遣及び鳴門

教育大学教授の訪問に満足しており、技術支援の継続と理科分野の支援の開始を希望して

いる。後者については、ジブチ側は学校運営委員会の活動をすべての公立学校に広げる意向

を日本側に示し、現行のパイロットプロジェクトを拡大以していく過程における技術支援

を伝えた。 

別添 1 候補サイト地図 （省略） 

別添 2 組織図  （未添付） 

別添 3 プロジェクトの要請項目 

別添 4 日本の無償資金協力 

別添 5 日本の無償資金協力の手順  （省略） 

別添 6 日本の無償資金協力における資金の流れ  （省略） 

別添 7 プロジェクトモニタリングレポート（原文：英語） 

別添 8 被援助国側の主な負担事項 
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別添 3 

 

プロジェクトの要請項目 

 

コンポーネント 数量 備考 優先度 

施設コンポーネント 

小学部    

 一般教室 20  1 

事務室 1 校長室、倉庫 1 

教員室 1  2 

図書室/多目的室 1  2 

便所 1 児童用、教員用 1 

中学部    

 一般教室 30  1 

特別教室 8 理科室、準備室、情報教室 1 

  言語実習室、美術/音楽室、職業入門室 2 

管理棟 1 校長室、副校長室、倉庫、生活指導官室、 

教育指導官室、準備室、秘書室、医務室 

1 

視聴覚/多目的室 1  2 

図書室/自習室 1  1 

教員室 1  1 

便所 1 児童用、教員用 1 

共用部    

 住居 2 管理用 3 

体育館 1  3 

運動場 1  1 

外周塀 1  1 

機材コンポーネント 

 教育用家具   1 

事務用家具   1 

実験室機材   1 

情報学機材   3 

管理用機材   1 

一般教材   2 

車輛は日本の協力対象となる機材からは除外される。 
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別添 4 

日本の無償資金協力（仮訳） 

日本の無償資金協力は、被援助国が自らの経済社会開発のために行う生産物及び/又は役務（エンジ

ニアリングサービス、資機材輸送等）の調達に対し、日本国の法と規則に従って行われる、返済義務を

課さない資金協力である。下記に JICA が管理するプロジェクトのための無償資金協力（以降「プロジェ

クト無償」という）の基本的な性格を示す。 

1． プロジェクト無償の手順 

プロジェクト無償は以下の手順で実施される（詳細は「日本の無償資金協力の手順」を参照）。 

(1) 準備 

- JICA による協力準備調査（以降「調査」という） 

(2) 事前評価 

- 日本国政府と JICA による事前評価、及び日本国閣議による承認 

(3) 実施 

交換公文（以降「E/N」という） 

- 日本国政府と被援助国政府の間で文書を交換 

贈与契約（以降「A/D」という） 

- JICA と被援助国政府の間で契約を締結 

銀行取極め（以降「A/B」という） 

- 無償資金受領のため、日本の銀行（以降「銀行」という）に被援助国政府による銀行口

座を開設 

建設工事/調達 

- A/D に基いたプロジェクト（以降「プロジェクト」という）の実施 

(4) モニタリングと事後評価 

- 実施段階後のモニタリングと評価 

 

2． 協力準備調査 

(1) 調査の内容 

調査の目的は日本国政府と JICA によるプロジェクトの事前評価に必要な基礎的資料を提供することで

ある。調査の内容は次の通り。 

- プロジェクトの背景、プロジェクトの目的と効果並びにプロジェクトの実施に必要な被援

助国政府関係機関の組織能力の確認 

- 無償資金協力の枠組みでのプロジェクト実施可能性についての技術面、財政面、社

会・経済面からの評価 
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- プロジェクトの基本構想に関する双方の確認 

- プロジェクトの概略設計の策定 

- 概略事業費の積算 

- 環境社会配慮の確認 

被援助国政府からの当初要請内容は必ずしもそのまま認められるとは限らない。プロジェクトの基本構

想は日本の無償資金協力ガイドラインに基づいて確認される。 

JICA は被援助国政府に対して自立性を高めるために実施期間中の必要な措置を求めている。この措

置が、プロジェクトの実施機関の所管事項でない場合にも、その実施は担保されなければならない。結

果として、被援助国政府のすべての関係機関によってミニッツによるプロジェクトの内容の確認が行われ

る。 

(2) コンサルタントの選定 

調査の調和ある実施のために、JICA はコンサルタントと契約を締結する。JICA は関心表明を行ったコ

ンサルタントにより提出されるプロポーザルに基づきコンサルタントを選定する。 

(3) 調査結果 

調査結果報告書は JICA によって検討され、プロジェクトの実施可能性が確認された後にプロジェクト実

施の承認が日本国政府に提言される。 

 

3． プロジェクト無償の基本原則 

(1) 実施段階 

1) 交換公文（E/N）及び贈与契約（A/D） 

プロジェクトが日本国閣議で承認された後、支援を約束する E/N が日本国政府と被援助国政府との間

で署名され、引き続いて JICA と被援助国政府との間で A/D が締結される。A/D は、支払い条件、被援

助国の責務、調達条件といった E/N に従って当該プロジェクトを実施するために必要な条項を定めるも

のである。無償資金協力に適用される契約一般条件は「無償資金協力の一般条件（2016 年 1 月）」に

規定される。 

2) 銀行取極め（A/B）（詳細については「無償資金協力の資金の流れ（A/P タイプ）参照」） 

a) 原則として、被援助国政府又は指定された当局は、銀行に被援助国政府名義の口座を開設

する必要がある。JICA は認証された契約に基づいて被援助国政府が負う債務をカバーでき

るよう、円貨にて無償資金を支払う。 

b) 資金支払は、被援助国政府の発行する支払授権書（A/P）に基づいて銀行が JICA に支払請

求書を発行することで行われる。 

3) 調達の手順 

プロジェクトの実施に必要な生産物及び/又は役務は、A/D で規定される JICA の調達ガイドラインに従
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って調達される。 

4) コンサルタントの選定 

技術的一貫性を保つため、協力準備調査を実施したコンサルタントは E/N 及び A/D の後の当該プロジ

ェクトの実施に引き続き従事するために、JICA により被援助国に推薦される。 

5) 調達適格国 

JICA によって拠出される無償資金の生産物及び/又は役務の調達のための使用に当たって、それら生

産物及び/又は役務の原産国は日本国及び/又は被援助国でなければならない。プロジェクトの目的達

成のために必要な生産物及び/又は役務が、品質、競争性、経済合理性の観点から必要な場合には、

無償資金を第三国の生産物及び/又は役務の購入に用いることもできる。しかしながら、被援助国と契

約を締結するプライムコントラクター、即ち施工、調達会社及びコンサルタントは原則として日本法人又

は個人に限定される。 

6) 契約と JICA の確認同意 

被援助国が日本国民との間で行う契約は円貨で締結される。同契約は無償資金の使用に当たっての

適格性の確認のため、JICA による確認同意を必要とする。 

7) モニタリング 

被援助国政府は、A/D に定める責務の一部として、プロジェクトの円滑な実施を確保するために、その

進捗を主体的かつ注意深く監視し、「プロジェクトモニタリングレポート」の様式を用いて英語で JICA に

定期的に報告することを求められる。 

8) 安全対策 

被援助国政府はプロジェクト実施期間を通じて安全に対する高い意識を保たなくてはならない。 

9) 工事品質管理会議 

工事品質管理会議（以降、「会議」という）は工事の各段階で、その円滑な実施と品質の確保を目的に

開催される。会議のメンバーは被援助国（又は実施機関）、コンサルタント、コントラクター及び JICA とす

る。会議の機能は以下の通りである。 

a) 着工に先立ち、コントラクターから設計の目的、コンセプト、条件に係る情報を共有する。 

b) 工事期間中に設計変更、試験、検査、安全管理、施主負担事項といった工事に影響する課

題を議論する。 

(2) 事後評価・モニタリング  

1) プロジェクト完了後、JICA はプロジェクトのアウトプットが期待される成果を得るべく適切に使用さ

れ、維持管理されているかを監視するために、被援助国と緊密な連絡を保つ。 

2) 原則として、JICA はプロジェクト完了から 3 年後に事後評価を実施する。被援助国側は JICA が

要求するあらゆる情報を提供する必要がある。 
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(3) その他  

1) 環境社会影響評価 

被援助国側はプロジェクトの環境社会に与える影響に十分配慮するとともに、被援助国における環境規

則及び JICA 環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月）に従わなければならない。 

2) 被援助国政府の主な負担事項 

プロジェクトの円滑かつ適切な実施のため、被援助国は、日本国政府及び/又は JICA との間での合意

に従って、土地の取得、銀行への A/P 発給手数料及びの支払手数料の負担を含む必要な措置を実施

する必要がある。無償資金は日本国の納税者によるものであり、被援助国政府は生産物及び/又は役

務の調達に関連して被援助国内で課せられる関税、内国税、その他公課を免除し、あるいは無償資金

及びその利子を用いることなく、指定された機関によって負担することが必要となる。 

3) 適正使用 

被援助国側はプロジェクトによる生産物及び役務（建設された施設及び調達された機材を含む）を維持

管理し、適切に使用することを、その運営及び維持管理に必要なスタッフを配置すること、及び無償資

金によりカバーされる以外のすべての経費を負担することを求められる。 

4) 輸出及び再輸出 

無償資金で調達された生産物は被援助国から輸出又は再輸出されてはならない。 
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4-2. 現地調査 2 
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現地調査 2 

 

バルバラ地区ナッシブ小中学校建設計画準備調査協議議事録 

（協力準備調査報告書ドラフト説明） 

（仮訳） 

 

国民教育・職業訓練省（以下“MENFOP”と記す）、外務・国際協力省（以下“MAECI”と記す）及び独立行政

法人国際協力機構（以下“JICA”と記す）により 2019 年 6 月 20 日に署名された協議議事録に則り、また 2017

年 9 月 12 日付ジブチ共和国政府（以下“ジブチ”と記す）要請に応じて、JICA はバルバラ地区ナッシブ小中

学校建設計画（以下“プロジェクト”と記す）に係る協力準備調査報告書ドラフト（以下“ドラフトレポート”と記

す）の説明のための調査団（以下“調査団”と記す）を派遣した。 

一連の協議を通じて、双方は付属書に記載された主要事項を確認した。 

 

ジブチ、2020 年 2 月 20 日 

 

 

 

岩崎理恵  Mohamed Abdallah Mahyoub 

団長  次官 

協力準備調査団 

独立行政法人国際協力機構 

日本 

 国民教育・職業訓練省 

ジブチ共和国 

   

 Yacin Houssein Douale  
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付属書 

 

1． プロジェクトの目的 

本プロジェクトの目的は、学校施設の建設によって初等教育及び前期中等教育の就学環境の改善

を図り、以って初等教育及び前期中等教育のアクセスの拡大と学びの改善に寄与することである。 

2． 協力準備調査名 

両者は協力準備調査名を「バルバラ地区ナッシブ小中学校建設計画協力準備調査」とすることを

確認した。 

3． プロジェクトサイト 

両者はプロジェクトのサイトがジブチ市のバルバラ地区、別添 1 に示す位置にあることを確認し

た。 

4． プロジェクトの責任機関 

両者はプロジェクトの責任機関が以下の通りであることを確認した。 

4-1． プロジェクト・メンテナンス・機材局（以下、“DPME”と記す）がプロジェクト実施機関で

ある。プロジェクト実施機関は、プロジェクトの円滑な実施のため、すべての管轄機関をコ

ーディネートし、プロジェクトへの関与が然るべき機関によって、適切な方法で、かつ予定

した時期に行われることを監視しなければならない。組織図は別添 2 に示す通りである。 

5． ドラフトレポートの内容 

調査団によるドラフトレポート内容の説明を受けて、ジブチ側はその内容を承認した。JICA は確

認された項目に基づき、協力準備調査報告書を完成させる。報告書は 2020 年 6 月にジブチ側に

送られる。 

6． 概略事業費 

調査団は概略事業費が予期しない事態に備えるための予備費を含む暫定的なもので、日本国政府

の承認のために更なる検討がなされるものであることを説明し、両者はこれを確認した。予備費

は特に自然災害や予期しない自然条件のための追加経費を賄うものである。 

7． 概略事業費及び技術仕様の秘密保持 

両者はプロジェクトの概略事業費及び技術仕様はプロジェクトに関連した全ての契約が締結さ

れるまでの間、第三者に開示されてはならないことを確認した。 

8． 無償資金協力の手順と基本原則 

ジブチ側は、別添 3 に記載された無償資金協力（以下“無償”と記す）の基本原則と手順が本プ

ロジェクトに適用されることを了承した。また、ジブチ側は手順に従って必要な措置を実施する



 
A-70 

ことを承認した。 

9． プロジェクト実施のスケジュール 

調査団はプロジェクトの計画実施スケジュールが別添 4に示す通りであることをジブチ側に説明

し、ジブチ側はこれを理解した。ジブチ側は、実施段階の遅延によってプロジェクトで建設され

る学校が 2022 年 10 月に開校できない恐れがある場合には、中学校の建設を優先させることを調

査団に要請した。調査団はその可能性を検討する旨、返答した。 

10． 期待される成果と指標 

両者は期待される成果のための鍵となる指標を次の通り合意した。ジブチ側は責任を持って同意

した指標とそれらの 2025 年における目標値の達成を図るとともに、それら指標の実現に向けた

進捗状況の監視を行う。 

[量的指標] 

⊸ 新たに建設される学校における継続利用可能な教室数 

⊸ 新たに建設される学校における初等及び前期中等生徒数 

[質的指標] 

⊸ 初等及び前期中等教育用教室を備えた基礎教育学校の建設によって、教員が小学校から中学校

まで連続して生徒のパフォーマンスを評価し、指導、支援を行うことができるようになる。 

⊸ 理科実験室、情報教室及び関連機材の整備により、導入が始まった新カリキュラムに沿った生

徒の学習効果が向上する。 

⊸ ジェンダーやユニバーサルデザインに配慮した施設とすることで、女子や障害を持つ子供の教

育へのアクセスが改善される。 

11． 事後評価 

JICA は原則としてプロジェクトの完了後 3 年後に、5 つの評価軸（妥当性、有効性、効率性、イ

ンパクト、持続性）に照らして、事後評価を行う。評価の結果は公開される。ジブチ側には必要

なデータの収集への支援が求められる。 

12． プロジェクトの負担事項 

両者はプロジェクトの負担事項を別紙 5 の通り確認した。別紙 5 の 1.2）に規定される関税、内

国税及びその他公課の免除については、両者は、MENFOP 及び MAECI によって関税、内国税及

びその他公課の内容がプロジェクトの実施段階において入札図書の中で明示されなければなら

ないことを確認した。 

ジブチ側は、プロジェクト実施の前提条件となる必要な予算の配分を含む必要な措置及び調整を

行う。 
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コストについては概略設計段階で参考として算定したもので、詳細設計段階で更に精査されるこ

とを了解した。 

両者はまた、別紙 5 は贈与契約（G/A）の添付文書として用いられることを確認した。 

13． 実施モニタリング 

実施機関は別紙 6 に示すプロジェクトモニタリングレポート（PMR）の書式を用いて JICA に報

告書を提出し、プロジェクトのモニタリングを行う。PMR の提出スケジュールは別添 5 に示さ

れる。 

14． プロジェクトの完了 

両者は無償資金で建設されたすべての施設及び調達されたすべての機材が使用される状態とな

った時をもってプロジェクトの完了とすることを確認した。プロジェクトの完了は、プロジェク

ト完了から、いかなる場合も最大 6 か月以内に JICA に報告される必要がある。 

15． プロジェクトの円滑な実施のために取るべき措置 

両者は、プロジェクトの円滑な実施のために以下の措置が取られるべきであることを確認した。 

15-1． 建設が完了しジブチ側に引き渡された後、速やかに学校が利用されるよう、適切な時期（2022 年 7

月～8 月）に、新たに建設される学校の運営のために適切な数の教職員を採用し、配置する。 

15-2． ジブチ側は、新たに建設される学校の適切な運営に必要な予算を確保し、配賦することを確認し

た。特に実験室やトイレの水栓などの生徒の使用の仕方によっては壊れやすい部材について、調

査団はジブチ側に、それらが学校側によって適切に維持管理され、生徒によって注意深く使用さ

れるよう、学校スタッフを教育して指導するよう、要求した。ジブチ側はこれに十分注意することを表

明した。 

15-3． ジブチ側は、学校がフクザワ中学校の場合と同様に、両国間の協力のシンボルとして記憶に残るよ

う、特別な学校名を付するつもりであることを表明した。 

15-4． ジブチ側は、EIES の必要性と、プロジェクトに必要な承認の取得が環境所管省（DEDD）との間で、

手続きの過程にあることを説明した。調査団は、DEDD による承認が入札手続きの開始までに必

要であることを説明した。ジブチ側は、そのスケジュールと EIES のプロセスに必要な予算を確認し、

必要に応じて適切に対処することを約束した。 

15-5． 調査団は別添 5 に示したジブチ側による負担事項が、期限に従って効果的に行われることが不可

欠であることを強調した。ジブチ側は、別添 5 に沿って遅滞なくそれら負担事項を実施することを確

認した。 

16． 一般事項 

16-1． 環境ガイドライン及び環境カテゴリー 

調査団は「JICA 環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月）（以下、「ガイドライン」という）」

がプロジェクトに適用されることを説明した。本プロジェクトはガイドラインにおいて、環
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境に対する負の影響が最小限であると想定されるため、カテゴリーC に分類される。 

17． その他関連事項 

17-1． 情報公開 

両者は、協力準備調査報告書はプロジェクトの事業費を除いて、協力準備調査終了後に公開

されることを確認した。事業費を含む報告書全体はプロジェクトに関連するすべての契約

が締結された後に公開される。 

17-2． 両者は、プロジェクト期間中、MENFOP が関係機関と協力して、プロジェクトサイトの治安の維持と

確保に必要な措置を取り、関連する情報を日本側に提供することを確認した。 

17-3． ジブチ側は、中学校へのアクセスを改善し、基礎教育の継続性を確保するために、更なる基礎教

育学校の建設を考えていることを説明した。ジブチ側はプロジェクトで建設される学校が質の高い

教育を提供する参照すべき学校であり、他の基礎教育学校がこの新しい学校を参照して建設され

るものであることを確認した。 

17-4． これまでに学校が被った洪水の被害を勘案し、排水のための施設がプロジェクトによって整備され

る。ジブチ側は、学校が避難所として利用されることも考えた上で、それら設備が常に十分に機能

するよう、適切な方法で維持管理する必要があることを確認した。また、雨水の滞留を避けるため、

学校の外周道路が学校の地盤に対して適切な高さとなるよう都市計画管轄省あるいはその他関係

機関に伝えることを確認した。 

17-5． MENFOP は当該基礎教育校において 10 の日課を含む日本の教育モデルを取入れたいとの希望

を述べた。 

 

別添 1 プロジェクトサイト 

別添 2 組織図 

別添 3 日本の無償資金協力 

別添 4 プロジェクト実施スケジュール 

別添 5 ジブチ国政府の主な負担事項 

別添 6 プロジェクトモニタリングレポート（原文：英語） 
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4-3. テクニカル・ノート（現地調査 1） 
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現地調査 1 

ジブチ共和国 

バルバラ地区ナッシブ小中学校建設計画準備調査 

テクニカルノート 

（仮訳） 

 

バルバラ地区小中学校建設計画準備調査団コンサルタントチーム（以下「調査団）は 6 月 20 日に署名され

た「バルバラ地区小中学校建設計画」に関する協議議事録を踏まえて、7 月 4 日までプロジェクトの技術的内

容について現地調査を継続し、国民教育職業訓練省（以下「MENFOP」）と協議を行った。協議を通じて両

者間で確認された主な項目は以下の通りである。 

 

1. プロジェクトサイト 

6 月 23 日の住宅・都市計画・環境省（以下「MHUE」）との協議において指摘された都市計画との齟齬

に関連し、6 月 20 日付ミニッツで確認されたプロジェクトサイトの位置を、決定済みの都市計画の内容と

整合する位置（別添 I）に変更する。変更された境界には MENFOP による申請に基づく正式な手続きを

経て、予算省土地管理局による境界標が設置され、双方がこれを確認した。 

なお、ジブチ側は 6 月 20 日付ミニッツ付属書 2 項の合意に従い、サイトの権利書を取得し、JICA 支所

を通じて調査団に提出する。 

2. 施設計画の基本方針 

施設の概略設計を行うための基本条件並びに設計方針は別紙 II に示す内容とする。尚、最終的に概

略設計に含まれる計画コンポーネント及び協力規模は、日本国内での調査結果の更なる解析と日本側

関係機関との協議、日本側の予算等を踏まえて決定される。 

3. 要請機材の内容 

調査を通じて確認された要請機材とそれぞれの優先順位は別紙 III に示す通りである。尚、最終的に概

略設計に含まれる計画コンポーネント及び協力規模は、日本国内での調査結果の更なる解析と日本側

関係機関との協議、日本側の予算等を踏まえて決定される。 

4. ジブチ国側負担事項 

1) 環境影響評価に係る手続きの実施 

MENFOP 名による書面での照会に対して、MHUE からジブチ国環境保護関連法令に基づき初期

環境影響評価の実施等、何らかの措置を求められた場合は、MENFOP は本プロジェクトの実施に

係る G/A 締結の 1 か月前までにすべての措置を実施し、プロジェクトの実施に係る承認を得なけ

ればならない。 

2) 免税 
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プロジェクト実施に関連してジブチ国内で賦課される租税の免税について、ジブチ側はミニッツ付

属書 6-3 項に従って免税の実施を確認する書面を速やかに日本側に提出する。 

3) その他 

日本の無償資金協力による施設建設の保証は完工後 1 年間の瑕疵保証に限られ、それ以外の保

証を必要とする場合は、それに係る費用一式はジブチ国側負担となることを双方で確認した。 

5. MENFOP は調査団より要請のあった以下の文書及び情報を下記アドレス宛に e-mail にて送付する。 

送付先：osawa@matsucon.co.jp  or shimada@matsucon.co.jp 

・ 電力引込みの技術基準、費用に係る情報（EDD） 

・ 給水接続の技術基準、費用に係る情報（ONEAD） 

・ 通信引込み・接続に係る費用（Djibouti Telecom） 

 

ジブチ、2019 年 7 月 4 日 

 

 

   

大澤智弘 

業務主任・建築計画 

準備調査団 

日本 

Mr. Mohamed Abdallah Mahyoub 

次官 

国民教育職業訓練省 

ジブチ共和国 

 

別紙 I：計画サイト位置図 

別紙 II：施設計画の基本方針 

別紙 III：要請機材リストと優先順位 
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別紙 II 施設計画の基本方針 

1) 計画の基本的考え方 

 長期的な需要と考えられるバルバラ南部地区（PAU 対象地区）全体の計画人口に対して、応分の

教育需要に応える規模とする。 

 2019-20 年度から順次導入が開始される新カリキュラムの要請に応える計画とする。 

 モデルとなる小中統合学校として参照されるべき質を備えつつ、効率的かつ持続可能な形での施

設構成、空間デザインを目指す。 

2) 学校規模： 

以下の条件により算定される児童／生徒数を収容する規模とする。 

 小学校 ：バルバラ南部地区計画総人口＝159,293 人 

 ：バルバラ南部地区計画学校数＝20 校 

：小学校学齢人口（6-10 才）比率：10.50%（2019 年 DISED） 

：想定就学率：100% 

：全日制での運用を想定する。 

以上の条件から 1 校当たり平均規模約 836 人→840人 

 中学校 ：バルバラ南部地区計画総人口＝159,293 人 

 ：計画学校数＝6 校 

：中学校学齢人口（11-14 才）比率：7.07% 

：想定就学率：95% 

：現状同様教室を移動しての運用を想定する。 

以上の条件から 1 校当たり平均規模約 1,783 人→1,800人 

3) 教室数の設定 

小学校：ホームルーム制、定員 42 人×4 クラス×5 学年=840 人 → 必要教室数 20 教室 

 すべての教科の授業をホームルームで行う。 

中学校：定員 45 人×10 クラス×4 学年=1,800 人 

 必要教室数は新カリキュラム実施に必要な教室数として、教室占有率 80%を基準に算定した結果

（別紙）を踏まえて下表の設定を基本に検討する。 

 クラスを 2 分割した授業に対応する少人数教室を設置する。 

教室種別 定員 計画教室数 教室占有率 備考 

一般教室 45 人 24 76.0% 教室占有率合計:78.9% 

一般教室（小） 23 人 8 87.5%  

情報教室 23 人 4 50.0% 準備室 2 室 

理科実験室 23 人 6 83.3% 準備室 3 室 

 

4) コンポーネント 

小学校 

室名 室数 備考（用途、家具等） 
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一般教室 20 2 人掛け机、収納棚 

図書室/多目的室 1 開架書架、閲覧テーブル、PC の設置を検討する 

教員室 1 個人用ロッカー、PC 作業用机 

校長室 1 複写機設置を考慮 

副校長室 1  

倉庫 1  

教員用トイレ 1 か所 男女各 1 ブース 

トイレ棟 2 棟 男子・女子別、各棟に HC 用ブース設置 

中学校 

室名 室数 備考（用途、家具等） 

【教室棟】   

一般教室 24 2 人掛け机、収納棚 

一般教室（小） 10 1 人掛け机 

情報教室 4  

同準備室 2 ミニ PC・機材収蔵、メンテナンス 

理科実験室 6 実験台、実験流し（グループ作業に留意した形式を検討する 

同準備室 3 機材収蔵、実験準備 

生活指導官室 2-4 学年別に設置 

倉庫  階段下等を利用 

【管理棟】   

校長室 1  

副校長室 2  

秘書室 1 2 名配置 

管理官室 1  

教育指導官室 1 2 名配置 

保健室 1 ベッド 1 台、流し台 

倉庫/印刷室  複写機設置を考慮 

教員室 1 個人用ロッカー、PC 作業用机 

図書室/多目的室 1 プロジェクター/スクリーン設置、PC の設置を検討する 

教員用トイレ 1 か所 男女各 2 ブース 

【トイレ棟】   

男子用/女子用トイレ 各 2 棟  

共用 

運動場 1 サッカーコート 1 面  

外周塀 1 小・中学校各入口  

 

5) 設備仕様 

照明設備  全室に設置、外部照明 

コンセント設備 一般 倉庫以外の全室に設置、教室はプロジェクター設置等を考慮 

 AC 用 教室、倉庫以外の全室に設置 

 電話 小学校校長室、中学校校長室・副校長室・秘書室・管理官室 

 情報 小学校図書室・校長室、中学校図書室、情報教室/準備室、管理棟
事務諸室 

給水設備  実験室/準備室、保健室に設置 

空調 AC 一般教室、実験室/準備室、倉庫を除く全室に設置 

換気設備 天井扇 倉庫以外の全室に設置 

 換気扇 実験室/準備室に設置 

防災設備  押しボタン式サイレン、消火器を設置 

その他  始業ベル 
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5 参考資料／入手資料リスト 

  資料名 発行年 種類 発行者・著作者 

1 Vision Djibouti 2035  （ビジョンジブチ 2035） 2014 
電子デ

ータ 
République de Djibouti 

2 

Stratégie de Croissance Acélérée et Promotion de l’Emploi 
(SCAPE) 2015-2019（経済成長と雇用促進戦略 2015-

2019） 

2015 
電子デ

ータ 
République de Djibouti 

3 Schéma Directeur 2010-2019  （マスタープラン 2010-2019） 2010 
電子デ

ータ 
Ministère de lEducation National 
et de l’Enseignement Supérieur 

4 
Plan d’Action de l’Éducation 2017-2020  （教育行動計画

2017-2020） 
2018 冊子 MENFOP 

5 
Loi n°96/AN/00/4èmeL portant Orientation du Système 
Educatif Djiboutien  （ジブチ国教育基本法） 

2001 
電子デ

ータ 
Gouvernement de la République 
de Djibouti 

6 
Annuaires Statistique 2018-2019～2008-2009  （年次統計

2018-2019～2008-2009） 
2009～

2019 

電子デ

ータ 
MENFOP 

7 
Draft Curriculum 1ère année – Français/Math/Tice/EPS/EMT  （1

年生用カリキュラム案⊸仏語/算数/情報通信技術/体育/芸術）  
2019 

電子デ

ータ 
MENFOP/CRIPEN 

8 
Programmes de l’Enseignement Fondamental- Enseignement 
Primaire  （基礎教育・初等教育カリキュラム） 2012 

電子デ

ータ 
MENFOP/CRIPEN 

9 
Programmes Enseignement Moyen 6ème année-9ème année 
（前期中等教育カリキュラム 6 年-9 年） 

2008 
電子デ

ータ 
MENFOP/CRIPEN 

10 Guide de Chef d’Etablissement  （学校長用ガイド） 2016 
電子デ

ータ 
MENFOP 

11 
Étude sur les enfants non scolarisés à Djibouti Premiers 
résultats  （ジブチにおける不就学児童調査一次結果） 

2017 
電子デ

ータ 

Hafedh Zaafrane, UNICEF Out-
of-School Chidren Initiaveve 

12 
Annuaire Statitique Édition 2018、2017  （2018/2017 年版統

計年鑑） 
2018, 
2017 

電子デ

ータ 
DISED 

13 

Resultats de la 4eme Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages 
pour les Indicateurs Sociaux  （社会指標のための第 4 回ジブ

チ世帯調査報告書） 
2018 

電子デ

ータ 
DISED 

14 
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme Djibouti  
ジブチ市都市計画マスタープラン 2014 

電子デ

ータ 
MHUE/DATUH 

15 

Plans d’Aménagement Urbain (PAU) des zones Balbala Sud, 
Nagad et Farah Had  バルバラ南部・ナガド・ファラフハ

ッド地区都市開発計画 

2015 
電子デ

ータ 
MHUE/DATUH 

16 
IDA Projet d’Amélioration d’Accès aux Ecoles（PAAEII）設計

図 
2015 

電子デ

ータ 
MENFOP/DPME 

17 

Dossier d’Appel d’Offres National pour Construction d’un 

Collège à Arhiba Sans Fil à Djibouti, Projet de Renforcement 
d’Accès à lEnseignement Fondamental (PRAEF)  
基礎教育アクセス強化プロジェクト・アリバサンフィル中学校建

設入札図書 

2018 
電子デ

ータ 
MENFOP 

18 
Presentation Ecoles Bilingues  （バイリンガル学校プレゼンテ

ーション） 
2019 

電子デ

ータ 
MENFOP 

19 
Project Apprisal Document for a Expanding Opportunities for 
Learning Project 2019 

電子デ

ータ 
The World Bank 



 
A-90 

6 その他の資料・情報 

6-1 敷地測量図（現地再委託） 
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6-2 地質調査報告書（現地再委託） 
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